
【 専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸の区分 】 

 

          はい（該当する）          いいえ（該当しない） 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

                                              

 

 

  

         

                                 

 

 

         

  

                            

 

    

①専用水道 

②簡易専用水道 

 

 ③小規模貯水槽水道            

 ④飲用井戸 

 

※ ①～③は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（略称：建築物衛生法）の対象となる 

特定建築物を除く 

市が供給する水道水を受水槽に貯めて給水する施設 井戸水等を給水する施設 

※表流水・湧水を水源とするものも含む 

受水槽の有効容量が 

１０㎥を超える 

住んでいる人のために給水する 

人数が１００人を超える 

受水槽の有効容量が１００㎥を超える 

下呂市専用水道及び簡易専用水道に関する取扱要綱の対象 

（水道法の規定対象） 

下呂市飲用井戸等衛生対策要綱の対象 

（水道法の規定対象外） 

 

生活用水の一日最大給

水量が２０㎥を超える 

生活のために使用する水の一日最大給

水量が２０㎥を超える 

居住者のために給水する人数が１００人を超える 

受水槽が地中又は地表に設置してある 

（浸水等のおそれがあるもの） 

②簡易専用水道 

④飲用井戸 

①専用水道 

③小規模貯水槽水道 

地中又は地表に設けられてい

る口径 25mm 以上の導管の全

長が 1,500ｍを超える 


